
手当一旦廃止も、学長が再検討を約束！！ 
  

『組合ニュース』No.10(1 月 22 日発行)、No.12（2 月 6 日発行）でご報告してきた

とおり、一部の職員を除き「病院職員特別手当（月額 12,000 円）」を 3 月から廃止す

ることについて、組合はこれまで 2度の病院長交渉を行ない、6月の診療報酬改定後

の見直しとすること、また手当を減額しても廃止しないことを求めました。 

 交渉後、2 月 9 日に病院長から再検討結果が文書で回答されましたので、ご報告し

ます。 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

病院側の説明では、今後の対応について具体的な内容は決まっていないが、一時金

支給などを視野に検討しているとのことです。 

 一旦手当は廃止になりますが、組合が主張してきた職員の生活の保障やモチベーシ

ョン維持のため前向きに検討すると病院長が回答したことは一定の評価をしています。 

 また、2 月 10 日の団体交渉で小川学長は「不利益変更になる人が 1,000 人近くお

り、病院長からも考えてくれと何度も要求されている。今考えているところだが、

できる範囲でやる」と明言しました。 

現段階では具体的な策が示されていないことから、内容について職員が少しでも納

得する結果になるよう、今後も粘り強く交渉を続けます。 

 組合員の皆さま、引き続きご支援ご協力をお願いします。 
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・3 月に、一旦手当廃止 
※有期雇用職員・個別契約職員は支給を継続 

・職員への影響に配慮する必要があるため、診療

報酬改定や病院の経営状況を踏まえ、今後の対応

について前向きに検討する。 
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